
この研修は、法定の職長教育１２時間に加え、４時間研修を行うことによって
企業のリスク全体を俯瞰していただき、労災を幅広くとらえることができます。
最後の４時間は参加者を代えたり、上司の方を加えることもできます、職場全
体のリスク対策、メンタルヘルス、コンプライアンス対策としても有効です。

【プログラム例】 初日 ２日目

※日程・内容・お申込みはホームページで！

法定の職長教育（１２時間）に、管理者のリスクマネジメント
研修（４時間）を加えた、本当に効果の上がる２日間研修！

法第６０条に掲げる事項（２時間）
１：作業手順の定め方
２：労働者の適正な配置の方法

法第６０条第２号に掲げる事項（２．５時間）
１：指導及び教育の方法
２：作業中における監督及び指示の方法

前項第２号に掲げる事項（１．５時間）
１：異常時における措置
２：災害発生時における措置

前項第３号に掲げる事項（２時間）
１：作業に係る設備及び作業場所の保守管理
の方法

２：労働災害防止についての関心の保持及び
労働者の創意工夫を引き出す方法

前項第１号に掲げる事項（４時間）
１：危険性又は有害性等の調査の方法
２：危険性又は有害性等の調査の結果に基づき
講ずる措置

３：設備、作業等の具体的な改善の方法

管理者のリスク対策（４時間：法定外）
１：リスクの洗い出しと評価
２：上司向けメンタルヘルス、コンプライアンス対策

労災対策２日間研修
（兼職長教育）コース

１社１２名様まで！

ご希望の
２日間

随時

会場：仙台市・名取市
（ご希望により調整します）

対象：職長候補者
（製造業等）
またはその上司の方

職長候補者の方には１日半（１２時間）は

必ずご参加いただきます。最後の４時間

はオプションですが、ご都合に合わせて

日程、時間の変更なども対応いたします。

ホームページよりお問い合わせください。

ご相談はこちらからどうぞ
URL:llc.watanabetoshikazu.com


